
【千葉市】主な障害者相談窓口などのご案内（２０２３年度版） 

 

 

ここでは主な障害者相談窓口などを紹介しています。そのほかの相談先などは、    

「障害者福祉のあんない（２０２３年度版）」８ページ以降をご覧ください。 

 

 

【身体障害、知的障害の方】 

保健福祉センター高齢障害支援課 

身体障害者（児）・知的障害者（児）の方への支援や、身体障害者手帳・療育手帳

の受付、障害福祉サービスの支給決定、各種給付（手当・医療費助成）等に関する   

相談などに応じています。お住まいの区のセンターへお問い合わせください。 

区 所在地 電話 ＦＡＸ 
手話通訳者 

専用ＦＡＸ 

中央区 

〒260-8511 

中央区中央４−５−１ 

Qiball（きぼーる） 

13 階 

043 

-221-2152 

・2153 

043 

-221-2602 

043 

-221-7675 

花見川区 

〒262-8510 

花見川区瑞穂１−１ 

花見川保健福祉 

センター１階 

043 

-275-6462 

・6466 

043 

-275-6317 

043 

-271-1105 

稲毛区 

〒263-8550 

稲毛区穴川４−12−４ 

稲毛保健福祉 

センター１階 

043 

-284-6140 

043 

-284-6193 

043 

-284-6193 

若葉区 

〒264-8550 

若葉区貝塚２−19−１ 

若葉保健福祉 

センター１階 

043 

-233-8154 

・8155 

043 

-233-8251 

043 

-233-8835 

緑区 

〒266-8550 

緑区鎌取町 226−１ 

緑保健福祉 

センター１階 

043 

-292-8150 

043 

-292-8276 

043 

-292-4770 

美浜区 

〒261-8581 

美浜区真砂５−15−２ 

美浜保健福祉 

センター1 階 

043 

-270-3154 

・3155 

043 

-270-3281 

043 

-279-3333 

※開所時間（各区共通）：月曜日～金曜日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く） 

８：３０ ～ １７：３０ 

 

 

 

 



手話通訳者の配置 

「手話通訳者」を各保健福祉センターや障害者自立支援課に配置しています。 

配置時間 月曜日～金曜日（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く） 

９：００～１７：００ 

（緑区：木曜日のみ９：００ ～ １６：００） 

下記の曜日については、９：００～１１：００ 

（若葉区は１３：００～１５：００、緑区は９：００～１２：００） 

中央区：木曜日  花見川区：木曜日  稲毛区：火曜日 

若葉区：火曜日  緑  区：水曜日  美浜区：木曜日 

千葉市役所障害者自立支援課：水曜日 

※障害者自立支援課連絡先 （電話）043-245-5173 （FAX）043-245-5549 

 

 

 

【精神障害の方】 

保健福祉センター健康課 

精神保健福祉に関する相談や、自立支援医療（精神通院医療）の申請受付などを   

行っています。お住まいの区のセンターへお問い合わせください。 

区 所在地 電話 ＦＡＸ 

中央区 

〒260-8511 

中央区中央４−５−１ 

Qiball（きぼーる）13 階 

043 

-221-2583 

043 

-221-2590 

花見川区 

〒262-8510 

花見川区瑞穂１−１ 

花見川保健福祉センター１階 

043 

-275-6297 

043 

-275-6298 

稲毛区 

〒263-8550 

稲毛区穴川４−12−４ 

稲毛保健福祉センター１階 

043 

-284-6495 

043 

-284-6496 

若葉区 

〒264-8550 

若葉区貝塚２−19−１ 

若葉保健福祉センター１階 

043 

-233-8715 

043 

-233-8198 

緑区 

〒266-8550 

緑区鎌取町 226−１ 

緑保健福祉センター１階 

043 

-292-5066 

043 

-292-1804 

美浜区 

〒261-8581 

美浜区真砂５−15−２ 

美浜保健福祉センター1 階 

043 

-270-2287 

043 

-270-2065 

※開所時間（各区共通）：月曜日～金曜日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く） 

８：３０ ～ １７：３０ 

 

 

 

 

 



【障害全般】 

千葉市障害者基幹相談支援センター 

住みなれた地域で生活する障害のある方の日常生活や社会参加などに関する   

様々なご相談に応じています。お住まいの区のセンターへご相談ください。 

開所時間 

月曜日～土曜日（日曜日、祝日、年末年始を除く） 

９：００～１７：００  

※緊急の場合は、開所時間外でも電話に応じます。 

相談方法 電話、ＦＡＸ、Ｅメール、来所、訪問など 

 

センター名 所在地等 

中央区 

障害者基幹相談支援センター 

所在地：中央区市場町 2-15-201 

電 話：０４３－４４５－７７３３ 

F A X：０４３－４４５－７７８５ 

E ﾒ ｰ ﾙ：chuo-kikan@cckikan.or.jp 

花見川区 

障害者基幹相談支援センター 

所在地：花見川区畑町 591-17 

電 話：０４３－２３９－６４２７ 

F A X：０４３－２３９－６４２８ 

E ﾒ ｰ ﾙ：hanamigawa-kikan@seishinkai.or.jp 

稲毛区 

障害者基幹相談支援センター 

所在地：稲毛区作草部 2-4-6 

電 話：０４３－２５４－０６７１ 

F A X：０４３－２９０－６５３０ 

E ﾒｰﾙ：inage-kikan@houjin-chibacity-ikuseikai.jp 

若葉区 

障害者基幹相談支援センター 

所在地：若葉区大宮町 2112-8 

電 話：０４３－３１２－２８５３ 

F A X：０４３－２６５－５４０５ 

E ﾒｰﾙ：wakaba-kikan@wakabaizuminosato.or.jp 

緑区 

障害者基幹相談支援センター 

所在地：緑区おゆみ野４－２２－６ 

初芝第５ビル１０１ 

電 話：０４３－３１２－４８９１ 

F A X：０４３－３１２－４８９２ 

E ﾒ ｰ ﾙ：midori-kikan@mirai-kobo.or.jp 

美浜区 

障害者基幹相談支援センター 

所在地：美浜区真砂 2-3-1 

電 話：０４３－３０４－５４５４ 

F A X：０４３－３０４－６３２２ 

E ﾒ ｰ ﾙ：mihama-kikan@shunyoukai.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【精神障害の方】 

千葉市こころの健康センター 

こころの健康の保持増進や知識の普及、精神障害者の保健福祉の増進などに   

取り組んでいます。 

 

≪精神保健福祉相談≫ 

精神科一般相談や思春期、高齢者、アルコールや薬物依存など、精神保健福祉に  

関する相談を行っています。来所相談には予約が必要です。 

所在地 開所時間 電話 ＦＡＸ 

〒261-0003 

美浜区高浜 2−1−１6 

月曜日～金曜日 

８：３０ ～ １７：３０

（土曜日、日曜日、祝日

及び年末年始は除く） 

043 

-204-1582 

043 

-204-1584 

 

≪こころの電話≫ 

こころの健康や悩みに関する相談に、専門電話相談員が「傾聴するこころ」で   

応じます。 

専用電話 ０４３－２０４－１５８３ 

受付時間 月曜日～金曜日（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く） 

１０：００ ～ １２：００／１３：００～１７：００ 

 

 

 

【発達障害の方】 

千葉市発達障害者支援センター 

自閉症・アスペルガー症候群やその他広汎性発達障害（ＰＤＤ）、学習障害（ＬＤ）、

注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）などの発達障害のある方々の様々な相談に応じます。

（検査、診断や療育訓練、職業紹介は行っておりません。） 

所在地 電話 ＦＡＸ 

〒261-0003 美浜区高浜４−８−３

（千葉市療育センター内３階） 
043-303-6088 043-279-1353 

※開所時間：月曜日～金曜日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く） 

９：００ ～ １７：００ 

 

 

【障害者の就労・雇用】 

千葉障害者就業支援キャリアセンター 

障害者に対する就労支援や、事業主への障害者雇用支援を行っています。 

所在地 電話 ＦＡＸ 

〒261-0002 美浜区新港４３ 043-204-2385 043-246-7911 

※開所時間：月曜日～金曜日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く） 

９：００ ～ １７：００ 


